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認証製品と減税対象の考え方について 

取得価額の10%減税 

こんなにお得です！ 

※ただし 
　対応製品は 
　条件あり 

社内システムを 
構築しよう！ 

　サーバーと顧客管理 
　システムに 
お金がかかり 
そうだなぁ 

新しい税制 
を使ったら 
どうですか 

　税金が安くなり 
　　確かな製品も 
選べて良かったなぁ 

経済産業省　商務情報政策局 
情報処理振興課　係長　福田哲平氏 

資本金額による取得価額の段階 

　対象設備の基準取得価額に対する税額控除10%または特別償却50%を選択適用 

　税額控除限度額または特別償却限度額の計
算の基礎となる価額で、取得価額の70％が基
準取得価額。 

基準取得価額 

　当期に支払うべき法人税額から一定割合を控
除する制度。 
【取得の場合】基準取得価額×10%＊　 
【リースの場合】リース費用総額×42％×10％ 

●リース税額控除について 
　対象事業者…資本金1億円以下の

法人または個人事業
者等 

 
　対象リース資産…リース契約期間

が4年以上、かつ、リ
ース資産の耐用年数
以下 

税額控除制度 

　対象となる設備等について、事業の用に供し
た最初の事業年度において、その資産の基準取
得価額の一定割合相当額を普通償却に加算し
て償却できる制度。 
【取得の場合】基準取得価額×50％ 

特別償却制度 

取得価額（リース費用総額） 

1億円（  　―　  ） 

　3,000万円（  　―　  ） 

300万円（420万円） 

＊個人事業者は資本金1億円以下の法人と同様 

＊ただし控除額は法人税額の20％を上限とする 

資本金10億円超 

資本金1億円超10億円以下 

資本金1億円以下 

ISO/IEC15408認証製品については 
以下のWebサイト内を参照してください。 
http://www.ipa.go.jp/security/jisec/ccra_tax_top.html

お問い合せ先 
経済産業省 商務情報政策局 
情報処理振興課 
電話：03-3501-2646

税制特例の概要 
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２
０
０
３
年
１
月
１
日
か
ら
３
年
間
実

施
さ
れ
た
Ｉ
Ｔ
投
資
促
進
税
制
は
２
０
０

６
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
終
了
。
４
月

１
日
か
ら
は
２
年
間
の
期
限
付
き
で
情
報

基
盤
強
化
税
制
が
創
設
さ
れ
、
併
せ
て
中

小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
拡
大
・
延
長
が

行
わ
れ
た
。 

　
今
回
の
税
制
で
は
本
格
的
な
デ
ー
タ
活

用
推
進
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。 

 

　
情
報
基
盤
強
化
税
制
の
目
的
 

 　
以
前
の
Ｉ
Ｔ
投
資
促
進
税
制
が
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
を
含
め
た
Ｉ
Ｔ
機
器
の
導
入
促
進

を
目
的
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
情
報
基

盤
強
化
税
制
は
「
企
業
間
の
国
際
競
争
力

の
強
化
を
図
り
、
高
度
な
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
が
確
保
さ
れ
た
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を
促
進
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
」
と
経

済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
情
報
処
理
振

興
課
・
係
長
の
福
田
哲
平
氏
は
説
明
す
る
。 

　
情
報
基
盤
強
化
税
制
の
主
な
特
徴
と
し

て
は
、 

①
大
企
業
を
含
め
た
す
べ
て
の
企
業
が

対
象
に
な
る
こ
と
 

②
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｉ
Ｅ
Ｃ
１
５
４
０
８
に
基
づ

き
評
価
・
認
証
さ
れ
た
製
品
を
活
用

す
る
こ
と
 

③
税
額
控
除
と
特
別
償
却
の
選
択
が
で

き
る
こ
と
 

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
中
小
企
業
に
お
い
て

は
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
と
の
併
用
に

よ
り
、
さ
ら
な
る
税
制
の
恩
恵
を
受
け
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。 

　
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
サ
ー
バ
ー
に
注
目
 

 　「
国
際
競
争
力
強
化
に
つ
い
て
は
、
部

門
間
を
越
え
た
企
業
間
で
の
Ｉ
Ｔ
活
用

に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
一
方
で
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
つ
い
て
は
、

情
報
漏
え
い
な
ど
の
事
件
が
多
発
す
る

昨
今
に
お
い
て
、
信
頼
の
あ
る
安
全
な

シ
ス
テ
ム
作
り
を
奨
励
す
る
と
い
う
意

図
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
福
田
係
長
の

言
葉
ど
お
り
、
対
象
設
備
を
見
る
と
、

そ
こ
に
は
明
確
な
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
。 

　
大
き
く
は
次
の
３
つ
が
対
象
に
な
る
。 

①
Ｏ
Ｓ
や
、
Ｏ
Ｓ
が
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ

た
サ
ー
バ
ー
な
ど
の
基
本
シ
ス
テ
ム
 

②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
管
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、

こ
の
機
能
を
利
用
で
き
る
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

③
同
時
取
得
の
場
合
の
み
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー

ル
も
対
象
と
な
る
 

　
税
額
は
基
準
取
得
価
額
か
ら
算
定
 

 　
具
体
的
な
減
税
内
容
は
、
対
象
設
備
の

基
準
取
得
価
額
に
対
す
る
税
額
控

除
10
％
、
も
し
く
は
特
別
償
却
50

％
の
選
択
で
あ
る
。
基
準
取
得
価

額
と
は
税
額
控
除
限
度
額
、
ま
た

は
特
別
償
却
限
度
額
の
計
算
の
基

礎
と
な
る
価
格
で
、
取
得
価
額
の

70
％
を
指
す
。 

　
税
制
適
用
を
受
け
る
た
め
の
最

低
合
計
取
得
価
額

は
、
資
本
金
の
金

額
に
よ
り
３
段
階

が
定
め
ら
れ
て
い

る
。 

　
資
本
金
10
億
円

超
の
企
業
は
１
億

円
、
資
本
金
１
億

円
超
10
億
円
以
下

は
３
０
０
０
万
円
、

資
本
金
１
億
円
以

下
は
３
０
０
万
円

で
あ
る（
対
象
設

備
の
合
計
額
）
。

自
社
製
作
し
た
も

の
も
減
税
対
象
と

な
り
、
サ
ー
バ
ー

の
付
属
装
置
（
補

助
記
憶
装
置
、
電

源
装
置
）
な
ど
も

適
用
と
な
る
。 

　
ま
た
、
税
額
控
除
額
は
法
人
税
額
の

20
％
が
上
限
と
な
っ
て
い
る
点
は
注
意

し
た
い
。 

　
中
小
企
業
は
リ
ー
ス
も
対
象
に
 

 　
資
本
金
１
億
円
以
下
の
企
業
で
は
リ
ー

ス
の
場
合
で
も
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

可
能
だ
。
こ
の
場
合
は
、
リ
ー
ス
費
用

総
額
×
42
％
×
10
％
と
な
る
（
最
低
合

計
取
得
価
額
は
４
２
０
万
円
）。 

　
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
情
報
基
盤
強

化
税
制
に
つ
い
て
は
問
い
合
せ
が
多
く
寄

せ
ら
れ
、
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。 

　
福
田
係
長
は
「
全
国
で
展
開
し
て
い
る

Ｉ
Ｔ
経
営
応
援
隊
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｔ
利
活

用
へ
の
様
々
な
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
経
営
革
新
を
決
意
し
た
そ
の
次
の

ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
Ｉ
Ｔ
導
入
・
利
活
用
へ

の
後
押
し
と
し
て
、
税
制
を
大
い
に
使
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」
と
呼
び

か
け
て
い
る
。 

 
 

役
立
つ
公
的
支
援
情
報
 

検証 

情
報
基
盤
強
化
税
制
 

活
用
の
ポ
イ
ン
ト
 

I
T
投
資
促
進
税
制
に
続
き
、
今
年
度
か
ら
新
し
い

I
T
活
用
に
対
す
る
減
税
政
策
が
始
ま
っ
た
。 

税
制
の
目
的
は
、
正
し
く
安
全
な
デ
ー
タ
活
用
を

目
指
す
企
業
へ
の
サ
ポ
ー
ト
だ
。 


